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たなか・さかい：共同通信社の記者を経て1997年にマイクロ
ソフトに転職。「MSNジャーナル」を日本初の本格的コラムサ
イトに育てる。現在、毎週配信している国際ニュース解説のメ
ール読者が16万人を超える。 www.tanakanews.com田中 宇c o l u m n s

世界のネット事情-13

約 5 0 か 国 が 加 盟 す る ハ ー グ 条 約 に 見 る

ネットの普及で解決不能になる国際法体制

インターネットを使った経済活動は国家の枠組みを越

える。日本のメーカーがアメリカにサーバーを置き、ヨー

ロッパの人々に商品を売るといったことが簡単に成り立

ってしまう。ソフトウェアの違法コピーも国際化している。

こうした問題に対応するため、世界の約50か国が加盟

する「ハーグ条約」の締結が検討されている。

これは、物流そのものの国際化など、インターネット以

外の要因も含めた経済の国際化に対応するため、経

済活動に関する世界各国の法律をできるだけ平準化

し、ある加盟国の裁判所が出した判決を他の加盟国

が受け入れられるようにしようというものだ。来年早々

には加盟国の批准手続きに入れるよう6月上旬にオラ

ンダのハーグで条約化に向けた国際会議が行われた。

ところが討論を進めるうちに、解決困難な矛盾がい

くつもあることが見えてきた。たとえば日本のメーカー

が、アメリカにサーバーを置いてヨーロッパのネットユー

ザーに商品を売る場合、日本では経済効果を重視して

メーカーが自由な商取引ができるように心がける半面、

ヨーロッパでは消費者保護の観点から規制を考えるだ

ろう。またアメリカは両者とは違う独自の政治判断をす

るかもしれない。1つの商取引をめぐり、日欧米で違っ

た判決が出る可能性がある。

しかもやっかいなのは、国家間の法律や判例の矛盾

をなくそうとすればするほど、国ごとの社会習慣や伝統

の違いが目立ってしまうことだ。たとえば、英語版ヤフ

ーのオークションでナチス関係の記念品が売られてい

た問題で、昨年フランスの裁判所が、フランス国民に対

してその手の商品を売ることを禁止する判決を出した。

これはフランスのみを対象にした判決だったが、フラン

スのユーザーに対してだけ表示する商品一覧を変える

ことは面倒なため、全世界を対象に規制をかけること

になった。人権問題に敏感な欧州の基準が、世界的

な基準となったケースである。

この場合、アメリカでもナチスに対する嫌悪が強いの

で、アメリカ側は欧州側の判決に従ったが、問題となる

商品がたとえば遺伝子組み替え食物だったらどうなる

か。アメリカはフランスの判決を受け入れず、欧米間の

政治対立になりかねない。こうした問題がある以上、企

業としては慎重にならざるを得ず、インターネットを使っ

て経済を活性化する努力にブレーキがかかる。経済取

引を円滑化しようとするハーグ条約が経済発展を阻害

しかねないのである。

問題は純粋な商取引だけでなく、言論の自由との関

係にもおよびかねない。たとえばアメリカの市民運動家

がフランスの政治家を厳しく批判するサイトを立ち上げ、

批判された政治家が名誉毀損で訴えて勝訴したとしよ

う。ハーグ条約の考え方では、アメリカの当局が被告と

なった市民運動家の資産を差し押さえたりする必要が

出るかもしれない。ところが世界一のスーパーパワーを

自負するアメリカでは、ヨーロッパが決めたことを拒否する

傾向が強まっており、条約が無視される可能性がある。

言論の自由を阻害されることを防ぐため、知的資産

に関することをハーグ条約の対象から外すことも検討

されたが、これには著作権保護を重視する音楽業界や

ハリウッドから猛反発が出て行き詰まった。

もともと今回のハーグ条約は、冷戦後の経済国際化

に世界の法律体制を追いつかせるため、アメリカが音

頭をとって検討を始めたもので、アメリカにとっては自国

企業がヨーロッパやアジアで活動する際に便利な体制

を作る意図があった。それが今や「自由」を重んじるア

メリカの行動を制限しかねない状況で、アメリカはハー

グ条約そのものを批准しない可能性もある。そうなる

と、地球温暖化の防止を目指した京都議定書と同じ運

命になりかねない。
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